
 

 

 

 

 

 

 

 

第１５８回 

沖縄地方交通審議会 

船員部会 議事録 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和４年２月１７日（木） 
 

沖 縄 総 合 事 務 局



 

第１５８回沖縄地方交通審議会船員部会 
 

 

 

日 時  令和４年２月１７日（木）１１時００分 

場 所  沖縄総合事務局  Ｗｅｂ開催 

 

     

    出席者：  

     公 益 委 員  上原委員、赤嶺委員、豊川委員、大城委員 

     労 働 者 委 員  漢那委員、柴田委員、島仲委員 

     使 用 者 委 員  宮城委員、桃原委員、亀谷委員 

  

沖縄総合事務局  小松課長、野原海事振興調整官 

新田補佐、稲嶺係長 

 

 

 

議事次第 

 

  ○開 会 

 

  ○議 事 
１．第１５８回船員部会の議事録承認について 

２．管内の雇用状況について 

３．意見交換 

 

  ○閉 会 

 

 

   （配付資料） 
資料１．第１５７回船員部会の議事録（案） 

資料２．船員職業紹介実績等一覧表（令和４年２月分） 

 

参考資料１ 船員法等の改正 

参考資料２ 船員モデル就業規則リーフレット 
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上原部会長 

はい、皆様、こんにちは。残念ながらまたまたＷｅｂ会議になりまし

たけれども、ただいまより１５８回の船員部会を開会いたします。 

 まず初めに事務局のほうから本日の出席状況と配付資料の確認をお

願いいたします。 

 

事務局（稲嶺係長） 

本日ですが、公益委員４名、労働者委員３名、使用者委員３名が出

席されており、船員部会運営規則第９条の規定による定足数を満たし、

本部会が有効に成立していることを御報告させていただきます。 

 続きまして、今回の船員部会の配付資料の御案内をさせていただ

きます。 

（配付資料の確認） 

 

上原部会長   

ありがとうございます。 

それでは早速議事の１番から始めたいと思いますけれども、前回の

議事録について事前にメールにて配付されております。委員の皆様に

おかれては事前に確認されているとは思いますが、何か御意見等のあ

る方いらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。 

 

上原部会長   

 ないようですので、前回の議事録については異議なしということで

原案どおり承認させていただきます。ありがとうございました。 

 続いて議事の２番「管内の雇用状況等」については、事務局に御説

明をお願いいたします。 

 

事務局（新田補佐） 

令和４年１月分の管内雇用状況等の概要について御報告いたします。 

 

●求人状況について 

新規求人数は１４件でした。 

前月に比べ５件増加、また、前年同月に比べ１０件増加となってお

ります。 

月間有効求人数は２３件でした。 

前月に比べ１１件減少、また、前年同月に比べ４件増加となってお

ります。 

月間有効求人数の内訳は、商船等２３件、漁船０件となっておりま

す。 

月末未済求人数は１４件でした。 
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●求職状況について 

新規求職数は７名でした。 

前月と同数、また、前年同月と比べ２名増加となっております。 

新規求職数の内訳は、商船等６名、漁船１名となっております。 

 

●新規求職者の退職理由又は求職理由別内訳について 

１月の新規求職者７名のうち離職者１名の退職理由は、自己都合が４

名。 

離職以外の方３名の求職理由は、就業中に転職を希望する者３名とな

っております。 

新規求職者が所属していた会社所在地は、管外が５名、管内が２名と

なっております。 

 

●求職状況について 

月間有効求職数は１９名でした。 

前月に比べ３名増加、また、前年同月に比べ９名増加となっておりま

す。 

月間有効求職数の内訳は、商船等１６名、漁船３名となっております。 

月末未済求職数は１３名でした。 

 

●成立状況について  

１月は０件でした。 

 

●求人倍率について 

１月の月間有効求人倍率は、１．２１倍でした。 

前月に比べ０．９２ポイント減少、前年同月に比べ０．６９ポイン

ト増加となっております。 

 

●失業等給付支給内訳について 

基本手当受給者実人員は３名、支給延べ件数は３件です。 

基本手当支給額は      ３０３，７８０円でした。 

その他、再就職手当および高年齢求職者給付金の支給があり、 

再就職手当の支給額は      ４７５，５２４円  

高年齢求職者給付金の支給額は      ３３８，０００円  

総支給額は    １，１１７，３０４円でした。 

 

以上、管内雇用等状況の概要の説明を終わります。 

 

上原部会長   
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ありがとうございます。 

ただいま事務局のほうから管内の雇用情勢について説明がありまし

たが、何か御意見、御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

久々に出席の漢那委員、どうでしょうか。はい、お願いします。 

 

漢那委員 

特に意見はないんですが、配付された資料に対しての意見は大丈夫

ですか。 

「就業規則を作っていますか、見直していますか」という資料があ

りますが、「モデル就業規則のダウンロードはこちらから」とありま

すが、不親切、こんなの誰が打てるんですか。ＱＲコード等はできな

いんですかね。パッと取り込めるようなものを取り入れてほしいとい

うのが１点。 

 それと就業規則の罰則規定してあるのですかね。組合に加盟してい

る船については、組合が意見書を出すので、監視管理ができるんです

けど、未組織会社というのはもう一回出して、改正がない限り修正し

ないんですよ。総合事務局として何年に一回かチェックを入れている

かどうかというのを１点聞かせてもらいたいんです。 

 

事務局（稲嶺係長） 

漢那委員、御意見ありがとうございました。就業規則の資料を配付

させていただいている資料に就業規則のリーフレットにつきまして、

国土交通省の本省のほうで作成している資料になりますので、今いた

だいた御意見につきましては、国土交通省の本省のほうにも伝えさせ

ていただきたいと思います。 

 もう一つの質問で、就業規則の未届の場合の罰則規定についてです

が、申し訳ございませんが、即答ができないためお調べさせていただ

いて、次回の船員部会でさせていただきたいんですが、よろしいです

か。 

 

漢那委員 

はい、お願いいたします。 

 それと何年に一回かチェックを入れているのか。改正がなくてもチ

ェックを入れてほしいというのが要望なんですけど。そういう義務は

ないとは思うんですけど、そこら辺も総合事務局としてチェックをし

ていただきたいと。それは組合さんのことを言っているんじゃない。

組合のやつは労働組合の意見書がついていればいいわけですから組合

に加入してない会社については就業規則をチェックしてほしいという

のが要望です。 
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上原部会長 

はい、ありがとうございます。 

 事務局の稲嶺さん、それでよろしいですか。次回までにということ

で。はい、よろしくお願いします。 

 実質上、もう意見交換に入っているようですので、そのほか意見。 

 小松さん、お願いします。 

 

事務局（小松課長） 

就業規則については、次年度からは各船会社に定期的な監査を入る

ことになりますので、その際に就業規則の確認は監査事項に含まれて

くると思いますので、今の回答は次回の船員部会で回答させていただ

きますが、定期監査でチェックがかかるという理解をしております。 

 

上原部会長 

はい、ありがとうございます。 

 

漢那委員 

ありがとうございました。次回でよろしいです。 

 それともう一つ、お願いしたいのがあります。少し漁業とかの一斉

更新があります。沖縄県のマルシップ漁船、それと技能実習の漁船だ

ったりとかは、定員を守ってないのがほとんどなんですよ。厳しくチ

ェックしてもらいたいと思ってはいるんですけど。そこら辺で今、海

難事故が起こったときも定員を守らない、法定定員は２名でいいんで

すけど、１９トンのマグロ船で。組合もマルシップ管理委員会の中で

は内航の定員は３名になっています。そこら辺も踏まえた監査を厳し

くやってもらいたいというのが要望です。そうじゃないと事故するた

びに沖縄の船は定員を守ってないということで、もうずっと叱られっ

放しですので。中央のほうでも今後厳しくやっていくとは思っている

んですけど沖縄のほうでも一斉更新に向けて、ちゃんと法律を真面目

に守ってくれるように指導をお願いしたいと思いますので。 

 以上です。 

 

事務局（小松課長） 

監査の実施要領等ができてくると思いますので、その中身も精査し

ながら海事局と詰めていきたいと思います。 

 

上原部会長 

そのほか意見とかございますでしょうか。 
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 ないようでしたら、ちょっと事務局のほうからあるようですのでお

願いします。 

 

事務局（稲嶺係長） 

事務局から御確認と情報提供がございます。 

 資料３に、令和４年度の船員部会開催予定表を今回配付させていた

だいております。今年度と同じく開催日を毎月第３木曜日、開始時間

を１１時からとさせていただいた予定表となっております。事務局と

しましては、今年度と変わらない日程で次年度も実施したいと考えて

いるんですが、こちらについて変更なしでよろしいかどうか、御意見

がある方がいらっしゃれば、お伺いしたいです。 

 

上原部会長 

次年度の日程について何か御意見のある方、いらっしゃいますか。

ちなみに私は全部大丈夫でした。よろしいでしょうか。 

 はい、じゃ次年度も今年度同様の日程で進めさせていただきます。 

 続いて、また事務局どうぞ。 

 

事務局（稲嶺係長） 

はい、続いてですけど事務局からの情報提供ということで、先ほど

漢那委員からもお話があった就業規則モデルのリーフレットと船員法

改正というタイトルの資料を送付させていただいております。 

船員法改正の資料についてですが、先月から国土交通省主体で実施

されております船員法改正に関する事業者向け説明会で使用された資

料となっており、参考資料２のほうが先ほどお話のあった就業規則の

リーフレットとなります。 

 また、船員法改正の資料の５６ページになるんですけれども、国土

交通省では船員働き方改革の特設ページを開設しております。こちら

にこの資料を用いて行った国土交通省のオンライン説明会の動画、の

掲載やお役立ちツールとしまして、リーフレットの就業規則モデルや

その他労務管理に関する資料を載せております。そういったサイトが

あるということを御紹介させていただきたいと思います。 

 

上原部会長 

ありがとうございます。 

 ただいま稲嶺さんからの説明について何か御質問等はありますでし

ょうか。よろしいですか。 

 特にないようですので、これにて意見交換の部は閉じさせていただ

きます。 
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事務局（稲嶺係長） 

事務局からの連絡事項です。 

 来月、３月の船員部会ですけれども３月１７日木曜日に２階の共用

会議室Ａ・Ｂで１１時から開催を予定しております。後日、改めて案

内文書を送付いたします。出席できない場合は、事前に事務局まで御

連絡をよろしくお願いいたします。 

 また今回の議事録につきましても後日、メールで照会させていただ

きますので、御確認のほうよろしくお願いいたします。 

 

上原部会長 

ありがとうございます。 

 次回はリアル会議になると思いますので、また皆様、会場までお越

しください。 

 それでは、以上をもちまして第１５８回目の船員部会をこれにて終

了させていただきます。お疲れさまでした。 


